
令和７年度福島県蚕業技術員資格試験実施要領 

 

１ 試験の目的 

福島県蚕業技術員登録条例（昭和３２年福島県条例第６５号）第３条及び第６条の規定

により、蚕業技術員資格試験を実施する。 

 

２ 試験の日時 

令和８年３月１９日（木） 13時30分から16時00分 

※受験者数により終了時間が前後することがある。 

(受験者受付 13時30分～13時45分、筆記試験 13時50分～15時20分、口述試験15時30分～) 

 

３ 試験会場 

福島県自治会館 ３階 自３０１会議室（福島市中町８番２号） 

 

４ 受験資格 

次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による高等学校、旧中等学校令（昭和１８

年勅令第３６号）による中等学校若しくは旧実業学校令（明治３２年勅令第２９号）

による実業学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有する者を入学若しくは

入所資格とする教育機関において、蚕業又は農業に関する課程を修めて卒業した者で、

当該試験の実施期日までに、当該教育機関における修業年限と次のア若しくはイの職

務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間との合計が２年以上に達する者 

ア 蚕業又は農業に関する試験研究又は教育 

イ 蚕業又は農業に関する技術についての普及指導 

（２）学校教育法による高等学校、旧中等学校令による中等学校若しくは旧実業学校令に

よる実業学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると知事が認める者で、

当該試験の実施期日までに、（１）のア若しくはイの職務に従事した期間又はこれら

の期間を通算した期間が２年以上に達する者 

 

５ 試験の方法および試験科目 

（１）試験の方法 

筆記試験及び口述試験 

（２）筆記試験の試験科目 

養蚕、栽桑、蚕桑病害虫、養蚕経営及び土壌肥料の５科目 

 

６ 受験手続 

試験を受けようとする者は、受験願書（福島県蚕業技術員登録条例施行規則（昭和３２

年福島県規則第１２１号。以下｢規則｣という。）第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、

令和８年２月１３日(金)（必着）までに提出すること。 

なお、受験願書の用紙はＢ列５番と規定しているが、Ａ列４番を可とする。 



（１）提出書類  

ア 履歴書 

イ 最終学校卒業証明書若しくは卒業見込証明書又は検定合格証明書 

ウ ４の受験資格の（１）のア又はイの職務に従事した期間につき、受験有資格者で

あることを証明する受験資格証明書（規則第１号様式の２） 

エ 写真 

最近６か月以内に撮影した正面向き、上半身、無帽の手札形で無台紙のもの（写

真サイズは手札形に限らず履歴書サイズなどでも可とする）。裏面に氏名及び撮影

年月日を自書すること。 

（２）提出方法及び提出先 

郵送または持参のいずれかの方法により提出すること。 

ア  郵便による場合 

（送付先） 

〒960-8670 福島市杉妻町２番１６号（福島県庁西庁舎９階） 

福島県農林水産部園芸課 宛て 

イ  持参する場合 

福島県農林水産部園芸課（福島県庁西庁舎９階）に提出する。 

 

７ 合格発表 

試験合格者については、令和８年３月２７日(金)までに福島県ホームページに掲載して

発表するとともに、合格者に通知する。 

 

８ その他 

（１）試験手数料は１，５００円とし、福島県収入証紙を受験願書に貼って納めること。 

（２）試験について不明な点は、所管の福島県農林事務所農業振興普及部農業振興課また

は福島県農林水産部園芸課へ問い合わせること。 

 

＜ 問い合わせ先 ＞ 

 

福島県県北農林事務所農業振興普及部農業振興課  電話:０２４－５２１－２６０４ 

福島県県中農林事務所農業振興普及部農業振興課  電話:０２４－９３５－１３０７ 

福島県県南農林事務所農業振興普及部農業振興課  電話:０２４８－２３－１５５５ 

福島県会津農林事務所農業振興普及部農業振興課  電話:０２４２－２９－５３０２ 

福島県南会津農林事務所農業振興普及部農業振興課  電話:０２４１－６２－５２５３ 

福島県相双農林事務所農業振興普及部農業振興課  電話:０２４４－２６－１１４７ 

福島県いわき農林事務所農業振興普及部農業振興課  電話:０２４６－２４－６１６０ 

福島県農林水産部園芸課             電話:０２４－５２１－７３５７ 

 


